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情報通信審議会 情報通信技術分科会（第１１８回）議事録 

 

１ 日時 平成２８年５月２４日（火） １４時３０分～１５時４３分 

２ 場所 総務省 第１特別会議室（８階） 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

伊東 晋（分科会長）、鈴木 陽一（分科会長代理）、相澤 彰子、 

相田 仁、青木 玲子、石戸 奈々子、近藤 則子、須藤 修、 

知野 恵子、根本 香絵、前田 香織、水嶋 繁光（以上１２名） 

 

（２）専門委員（敬称略） 

高田 潤一、伊丹 誠 （以上２名） 

 

（３）総務省 

（情報通信国際戦略局） 

富永 昌彦（官房総括審議官）、野崎 雅稔（技術政策課長） 

（情報流通行政局） 

 今林 顯一（情報流通行政局長）、椿 泰文（情流局総務課長）、 

久恒 達宏（放送技術課長） 

（総合通信基盤局） 

 福岡 徹（総合通信基盤局長）、渡辺 克也（電波部長）、 

 佐々木 祐二（基盤局総務課長）、田原 康生（電波政策課長）、 

 中沢 淳一（移動通信課長） 

 

（４）事務局 

中村 伸之（情報通信国際戦略局情報通信政策課管理室長） 
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４ 議 題 

（１） 答申事項 

① 「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち 

「第４世代移動通信システム（LTE-Advanced）等の高度化に関する 

技術的条件」について 

【平成７年７月24日付け電気通信技術審議会諮問第81号】 

 

② 「2.5GHz 帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的  

条件」のうち「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する  

技術的条件」について 

 【平成 18 年２月 27 日付け諮問第 2021 号】 

 

③ 放送システムに関する技術的条件」のうち 

  「超高精細度テレビジョン放送システムに関する技術的条件」のうち 

  「超高精細度テレビジョン放送システム等の高画質化に係る 

技術的条件」について 

  【平成 18 年 9 月 28 日付け諮問第 2023 号】 

（２）報告事項 

「放送システムに関する技術的条件」のうち 

「放送事業用無線局の高度化のための技術的条件」のうち 

「超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する 

放送事業用無線局（ＦＰＵ）の技術的条件」の検討開始について 
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開  会 

 

○伊東分科会長  時間になりましたので、ただいまから情報通信審議会第１１８回情報

通信技術分科会を開催させていただきます。 

 本日は、委員１５名中１２名が出席されておりますので、定足数を満たしております。 

 また、審議内容の説明のため携帯電話等高度化委員会より高田潤一専門委員、放送シ

ステム委員会より伊丹誠専門委員にご出席いただいております。 

 本日の会議の模様はインターネットにより中継しております。あらかじめご了承のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいります。 

 本日の議題は、答申事項３件、報告事項１件でございます。 

 

議  題 

 

（１）答申事項 

①「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「第４世代移動通信システム（Ｌ

ＴＥ－Advanced）等の高度化に関する技術的条件」について 

【平成７年７月２４日付電気通信技術審議会諮問第８１号】 

②「２.５ＧＨｚ帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条件」

のうち「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」に

ついて 

【平成１８年２月２７日付け諮問第２０２１号】 

 

○伊東分科会長  初めに答申事項について審議いたします。 

 電気通信技術審議会諮問第８１号、「携帯電話等の周波数有効利用方策」のうち「第４

世代移動通信システム（ＬＴＥ－Advanced）等の高度化に関する技術的条件」及び諮問

第２０２１号、「２.５ＧＨｚ帯を使用する広帯域移動無線アクセスシステムの技術的条

件」のうち「広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件」につきま

しては、主な検討項目が両案件で共通していることから、携帯電話等高度化利用委員会

において両案件をまとめて検討していただきました。 



－4－ 

 それでは、携帯電話等高度化利用委員会の高田主査から２件まとめてご説明をお願い

いたします。 

○高田専門委員  携帯電話高度化委員会の主査を務めております東京工業大学の高田で

ございます。本日は１月より携帯電話等高度化委員会で検討してまいりました第４世代

移動通信システム（ＬＴＥ－Advanced）等の高度化に関する技術的条件及び広帯域移動

無線アクセスシステムの高度化に関する技術的条件の２件につきまして、ご報告をさせ

ていただきます。 

 まず最初にＬＴＥ－Advancedについて、第４世代移動通信システム（ＬＴＥ－Advanc

ed）等の高度化に関する技術的条件ということで、説明をさせていただきます。 

 まず、お手元の資料１１８－１－１をごらんください。開いていただいて１ページ目

になりますが、こちらが検討の背景になります。我が国の携帯電話及び広帯域移動無線

アクセスシステムの加入者数が約１億５,６００万件を超えてスマートフォン等による

動画像伝送等の利用拡大も進んでいます。その結果として移動通信のトラヒックが急増

している状況にあります。第４世代移動通信システム（ＬＴＥ－Advanced）を含む携帯

電話のさらなる高度化が期待されており、３ＧＰＰにおいてもＬＴＥ－Advancedの高度

化に向けた検討が継続的に行われております。 

 こうした状況を踏まえて、今般第４世代移動通信システムの高度化に関する技術的条

件について検討を行いました。 

 続きまして、２ページ目なんですけれども、こちらには移動通信システムの発展をま

とめておりますが、説明については割愛させていただきます。 

 続きまして、３ページをごらんください。３ページには３ＧＰＰにおける検討状況を

まとめております。今回は昨年の３月に仕様化が行われました３ＧＰＰのリリース１２

の内容を踏まえて検討を行いました。緑色の部分がそれに該当しております。 

 続きまして、４ページに詳細がありますのでごらんください。今回の検討事項をまと

めたものになります。このリリース１２で仕様化された高速化に関する事項が幾つかあ

りますが、そのうち１番として上りのキャリアアグリゲーションの拡張、２番目として

下りの多値変調方式、これは２５６ＱＡＭの追加について検討を行うとともに、事業者

からの要望を踏まえて、３番目として陸上移動中継局及び小電力レピータにおける再生

中継方式・周波数変換の導入、この以上３点について検討を行いました。 

 次のページ以降でそれぞれの検討事項についてご説明をさせていただきます。 



－5－ 

 それでは、５ページをごらんください。５ページは上りキャリアアグリゲーションの

拡張でございます。キャリアアグリゲーション、複数の搬送波を束ねて送信することに

より、伝送速度の高速化を実現する技術ですが、基地局から端末への下り方向、端末か

ら基地局への上り方向の一部については、既に制度化されております。 

 今回携帯電話用に割り当てられている全ての周波数帯を対象にして上りのキャリアア

グリゲーションについて３種類、同一周波数帯において連続する搬送波ですが、５ペー

ジの真ん中の図をごらんいただくとわかりやすいと思います。同一周波数帯における連

続する搬送波、２番目として同一周波数帯における不連続な搬送波、そして、３番目は

異なる周波数帯における搬送波、この３つについて検討を行っています。 

 上りのキャリアアグリゲーションを行う場合の他のシステムとの干渉検討の考え方に

ついて次にご説明いたします。３ＧＰＰでは上りのキャリアアグリゲーションは次のと

おり仕様化されています。同時に送信される複数の搬送波の空中線電力の総和が１波を

送信する場合と同様２００ミリワット以下とする。つまりキャリアアグリゲーションす

る場合でも電力全体は変わらないということです。それから、不要発射強度は同一周波

数帯の連続する搬送波を束ねる場合については、合計の周波数帯域幅の搬送波を１波で

送信する場合と同等とする。それから、同一周波数帯の不連続な搬送波や異なる周波数

帯の搬送波を束ねる場合は、各搬送波を１波ずつ送信する場合と同等とするとなってい

ます。 

 これらから上りのキャリアアグリゲーションを行う場合の不要発射強度については、

従来の規定の範囲内におさまるものでありますので、これまでの干渉検討の内容でカバ

ーされていて、新たな干渉検討は不要と考えます。 

 それでは、続きまして６ページ目をごらんください。６ページ目は下りの多値変調方

式の追加について検討したものです。変調方式として２５６ＱＡＭとすることで伝送速

度を従来の６４ＱＡＭの１.３倍に高速化することはできます。ほかのシステムとの干渉

については変調方式を多値化することによって、不要発射強度との送信パラメータには

変更を及ぼさないため、これまでの干渉検討の内容でカバーされており、新たな干渉検

討は不要と考えます。 

 続きまして、７ページをごらんください。７ページ目は陸上移動中継局等における再

生中継方式・周波数変換の導入ということで、中継局及び小電力レピータの中継方式に

ついて検討したものです。移動通信トラヒックの増加への対応、効率的なカバーエリア
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の拡大を図るために、受信した電波を復調・変調・増幅して送信する再生中継方式、受

信した電波の周波数を他の周波数に変換して送信する周波数変換の導入について検討を

行いました。他システムとの干渉については陸上移動中継局及び小電力レピータにおい

て、中継後に発射する送信波が従来の規定を満足する限り、不要発射強度等の送信パラ

メータ変更を及ぼさないため、本件についても新たな干渉は検討不要と考えます。 

 以上を踏まえまして、次に８ページ目をごらんください。今回検討を行った上りキャ

リアアグリゲーションの拡張などの３つの検討事項に関するＬＴＥ－Advancedの技術的

条件をまとめております。 

 キャリアアグリゲーションの形態について、従来の規定の範囲内で電波を出すのであ

れば、下りと同様上りについても規定不要としています。ただし、連続する搬送波の数

は３ＧＰＰでの検討状況を踏まえ、２としています。占有周波数帯域幅の許容値につい

て、連続する搬送波によるキャリアアグリゲーションを行う場合にあっては、システム

ごとに許容値を規定する必要がありますので、その旨、注を記載しています。 

 中継方式については、３.５ギガヘルツでは既に再生中継方式が導入されておりますの

で、周波数変換ができる旨を追記しております。既存帯域についてはこれまで非再生中

継方式のみだったために、再生中継方式と周波数変換ができる旨を追加しております。 

 なお、陸上移動中継局及び小電力レピータにつきましては、３Ｇまたは３.５Ｇ、いわ

ゆるＩＭＴ－２０００の通信方式でも同様に考えられますので、下の注としましてＩＭ

Ｔ－２０００の陸上中継局及び小電力レピータにも適用する旨を記載しております。 

 以上がこの資料の概要説明となります。 

 続きまして、報告書本体についてもご説明させてください。ご説明させていただきま

す。 

 資料１１８－１－２になります。開いていただくと目次がございます。目次をごらん

いただきますと、第１章に今回の検討の背景を含めたＬＴＥ－Advancedの概要をまとめ

ております。第２章に今回検討を行いました上りキャリアアグリゲーション、多値変調

方式などの技術概要及び他システムとの干渉検討の考え方を記載しております。第３章

に３.５ギガヘルツ帯における技術的条件を、第４章には既存帯域における技術的条件を

それぞれまとめております。技術的条件の変更については、上りキャリアアグリゲーシ

ョンや２５６ＱＡＭの追加によって変更の必要が生じたもののほかに、既に告示で規定

されているけれども、技術的条件に反映されていないものの追記、読みやすさの観点か
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ら内容の変更を行っております。前回答申からの変更箇所には下線を引いております。 

 以上が、ＬＴＥ－Advancedに関する報告となります。 

 引き続き、広帯域移動無線アクセスシステム（ＢＷＡ）の高度化に関する技術的条件

についても説明をさせていただきます。資料１１８－２－１をごらんください。 

 １枚めくっていただいて１ページ目になりますが、これについては先ほどのＬＴＥと

同じ趣旨でございますので、省略させていただきます。 

 続きまして、２ページ目にＢＷＡの概要をまとめております。公衆向けのサービスを

行う全国ＢＷＡ、それから、デジタルディバイドの解消や地域の公共サービス向上のた

めの地域ＢＷＡがあり、ＷｉＭＡＸとＸＧＰの技術方式によりサービスが提供されてお

ります。 

 めくっていただいて３ページ目をごらんください。３ページ目はＷｉＭＡＸフォーラ

ム及びＸＧＰフォーラムにおける検討状況をまとめたものです。ＷｉＭＡＸフォーラム

においては２０１２年１０月に従来のＷｉＭＡＸ仕様に加えまして、３ＧＰＰのＴＤ－

ＬＴＥ仕様を参照するAdditional Elements、以下ＡＥと略させていただきますが、この

ＡＥの規格が導入されました。２０１５年３月に３ＧＰＰの先ほどご紹介したリリース

１２が策定されたことを受け、ＷｉＭＡＸフォーラムの３ＧＰＰ仕様を参照する規格も

改定され、上りのキャリアアグリゲーションあるいは２５６ＱＡＭが追加されておりま

す。 

 それから、ＸＧＰフォーラムでは２０１２年１月に３ＧＰＰのＴＤ－ＬＴＥ仕様を参

照するグローバルモードが導入されました。ＸＧＰフォーラムにおいても２０１５年３

月に３ＧＰＰリリース１２が策定されたことを受け、上りキャリアアグリゲーション等

の機能が追加されました。なお、ＸＧＰ方式においては既に２５６ＱＡＭが導入済みと

なっております。 

 続きまして、４ページをごらんください。４ページは上りキャリアアグリゲーション

の拡張でございます。これの図面は先ほどご説明したＬＴＥ－Advancedと同様ですけれ

ども、ＢＷＡに割り当てられておりますのは２.５ギガヘルツ帯のみですので、２.５ギ

ガヘルツ帯における連続または不連続な搬送波、真ん中の図で申し上げると左側の２つ

になります。これについて検討を行いました。他システムとの干渉の考え方ですが、空

中線電力については、ＬＴＥの場合と同様同時に送信される複数の搬送波の総和で２０

０ミリワット以下とされています。また、連続する搬送波における不要発射強度につい
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て、合計占有周波数帯域幅が２０メガヘルツ以下の場合と２０メガヘルツを超える場合

に分けて検討を行いました。合計が２０メガヘルツ以下の場合は不要発射強度は同じ幅

の搬送波を１波で送信する場合と同等となります。合計が２０メガヘルツを超える場合

については、これを１波で送信する場合の規定が存在しないため、干渉検討のパラメー

タに変更を及ぼさないかどうかの確認を行いました。これにつきましては後ろのページ

になりますが、７ページ目に参考１というのがありますのでごらんください。この７ペ

ージでは全国ＢＷＡとその隣接システムでありますＮ－Starとの干渉について検討して

いるものです。不要発射強度が最も高くなる場合としてそれぞれＮ－Star下りに対して

は１０メガヘルツプラス２０メガヘルツ、Ｎ－Star上りに対しては２０メガヘルツプラ

ス２０メガヘルツの場合、一番厳しい場合で検討を行いました。 

 満足すべき不要発射強度の値というのは、基本的に緑の線になります。いずれの場合

も過去の情報通信審議会で干渉検討を行った値と同等以下となっております。 

 続きまして、次の８ページの参考２をごらんください。今度はＢＷＡ同士、ＢＷＡ相

互間の干渉について検討を行ったものです。この場合につきましても上りキャリアアグ

リゲーションを行った場合の不要発射強度の値は過去の情報通信審議会で検討を行った

際の値と同等以下になっております。 

 ４ページにお戻りください。以上の検討結果から合計の占有周波数帯域幅が２０メガ

ヘルツを超える場合についても不要発射強度等の共用検討に用いる送信パラメータに変

更を及ぼさないと考えます。また、不連続な搬送波を束ねる場合には、各搬送波を１波

ずつ送信する場合と同等となります。 

 以上のことから上りのキャリアアグリゲーションについては、これまでの干渉検討の

内容でカバーされていることから、新たな干渉検討は不要と考えます。 

 それでは、めくっていただいて５ページをごらんください。多値変調方式の追加とい

うことで２５６ＱＡＭの追加ですが、これにつきましてもＬＴＥと同様に変調方式の多

値化が不要発射強度等の送信パラメータには変更を及ぼさないために新たな干渉検討は

不要と考えます。なお、ＬＴＥでは下りに２５６ＱＡＭを導入するというものですが、

ＢＷＡについてはＷｉＭＡＸフォーラムでの検討内容を踏まえて、上り、下り両方に２

５６ＱＡＭを導入するものであります。 

 続きまして、６ページになります。６ページには今回のＢＷＡの高度化に伴うＷｉＭ

ＡＸ方式、ＸＧＰ方式の技術的条件をまとめています。キャリアアグリゲーションの形
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態については、ＬＴＥの場合と同様規定不要としています。連続する搬送波で上りキャ

リアアグリゲーションを行う場合の搬送波の数はＬＴＥの場合と同様２としております。

変調方式については、ＷｉＭＡＸの上り、下り両方に２５６ＱＡＭを追加しています。

空中線電力についてＢＷＡにおいては今回初めてこの上りキャリアアグリゲーションの

規定が盛り込まれていますので、各搬送波の合計値を２００ミリワット以下とする規定

を追加しております。以上が概要資料の説明になります。 

 それでは、続きまして報告書本体、資料１１８－２－２になりますが、これについて

も簡単に説明させていただきます。１枚めくっていただくと目次がありますので、これ

をごらんいただきたいんですが、第１章には今回の検討波域を含めた広帯域移動無線ア

クセスシステムの概要をまとめております。第２章には今回検討を行いました上りキャ

リアアグリゲーションと多値変調方式につきまして、技術概要及び他システムとの干渉

検討の考え方を記載しております。第３章には３.１にＷｉＭＡＸ方式、３.２にＸＧＰ

方式の技術的条件をまとめております。なおこれまでの報告書ではキャリアアグリゲー

ションに関する規定を１カ所にまとめて記載しておりましたが、ＬＴＥの記述にあわせ

て各項目にキャリアアグリゲーションの規定を溶け込ませておりますが、基本的な内容

には変わりございません。 

 ご説明は以上でございますので、ご審議をよろしくお願いいたします。 

○伊東分科会長  どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につき

まして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。近藤委員。 

○近藤委員  近藤です。私たちが今、スマートフォンやパソコンの講習会をいろいろな

ご家庭ですとか公共施設やいろいろなところをお借りしてやるときに、最近はルーター

を使ってという機会が増えました。そうすると既にそこのお家にあるＷｉ－Ｆｉと持ち

込んだＷｉＭＡＸが、電波が相性が干渉なのかよくわからないのですが、うまく使えな

いという事態がたびたび起きて、特に一番ひどかったのは郵便局でやったときで、たく

さんの電波が飛び交っていてとても苦労しました。こういう技術が進むというか、高度

化されるとそういう小さな電波の干渉や混線は減るんでしょうか。 

○高田専門委員  よろしいでしょうか。ご質問ありがとうございます。今回の技術的条

件は例えばＷｉ－Ｆｉルーターで申し上げると、Ｗｉ－Ｆｉにつながっていないほう、

携帯電話網あるいはＢＷＡ網と呼ばれる広域のデータ通信網のお話ですので、今、お尋

ねいただいたところについて申し上げると、これはどちらかというとＷｉ－Ｆｉそのも
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のの使用にかかわってくるところで、今日の案件には含まれていないんですけれども、

多分ここからはすいません、私見を申し上げていいのかどうかわからないので、直接は

関係しておりませんが、後ろ側につながっている回線が太くなるというイメージをお持

ちいただければと思います。ですから、Ｗｉ－Ｆｉの干渉についてはＷｉ－Ｆｉの方式

のほうでまた別途に対応する必要があるというふうに理解しております。 

○近藤委員  それともう１つ、今、格安スマホというのがとても普及してきていて、先

月調査をした５００人のネットを使っているシニアの方５００人のうち何と１割が格安

スマホだったんです、大手のキャリアではなくて。びっくりしてしかもそれが増えてい

る傾向にありますが、そうすると今は割とうまくつながりにくいとかいう格安スマホの

線のほうもこういったもので改善されていくんでしょうか。 

○高田専門委員  私もビジネスモデルについてはきちんと把握しているものではありま

せんが、格安スマホで多く使われているいわゆるＭＶＮＯというビジネスモデルに従い

ますと、もとの線が増えれば当然ＭＶＮＯで使える線もその分太くなるというイメージ

をお持ちいただいて間違いないと思います。 

○近藤委員  ありがとうございました。 

○伊東分科会長  難しいご質問にお答えいただいてありがとうございます。ほかに何か。 

○鈴木分科会長代理  よろしいでしょうか。報告書の構造の質問です。１１８－１－１

の７ページを見ますと、非再生中継方式と再生中継方式ということで説明が載っていま

す。これが１１８－１－２に目次の構造として見えない。他方、１１８－２－１には今

の１１８－１－１の７ページに相当するページはないかわりに、本文のほうにはローマ

数字の小文字のⅱという目次を見ますと、３.２.３.２、３.２.３.３ということで非再

生中継と再生中継方式が見出しに出ております。質問はこちらの１１８－１－２のほう

はこの２つの中継方式に関して、先ほどキャリアアグリゲーションの件が国際的な書き

あらわし方に倣ってあちこちに分散してあるというご説明がありましたけれども、似た

ようにあちこちにすき込んであるということなんでしょうか。 

○高田専門委員  事務局でちょっと確認いただいてもよろしいでしょうか。 

○中沢移動通信課長  事務局よりご説明させていただきます。まず記述がどこら辺に書

かれているかというところを申し上げますと、陸上移動中継局と小電力レピータの記述

ということだと思います。まず、資料１１８－１－２に関しましては、第３章の３.２、

３.３のところと、第４章の４.２、４.３のところにも書かれているというような状況に



－11－ 

なってございます。 

 そのそれぞれの記述におきまして、具体的なのが３９ページをごらんいただければと

思いますけれども、ここの（２）の中継方式のところに再生中継方式でありますとか周

波数変換のあたりの記述を記載しております。同様に小電力レピータにつきましても、

４４ページのところでこのような記載をさせていただいているところでございます。 

○鈴木分科会長代理  わかりました。どうもありがとうございます。 

○伊東分科会長  よろしゅうございますか。ほかにご質問ございませんでしょうか、ご

意見。前田委員。 

○前田委員  今回ＸＧＰとＷｉＭＡＸのほうで広帯域のブロードバンド、無線アクセス

システムの高度化をいろいろ検討していただいて、さらなる普及というか、使えるよう

にしていただくということでいろいろご検討いただいたんだと思うんですけれども、広

帯域が先ほどあったＬＴＥ－Advancedのほうもかなり広帯域ですし、それか  

ら、Ｗｉ－Ｆｉもどんどん広帯域になっています。正直なところちょっとＸＧＰは地方に

住んでいるとあまり使っているところも少なかったり、提供エリアはもちろんあるんで

すけれども、非常に限られていたりするものですから、他の広帯域のメディアとの共存

がうまくいくのかなというのが、ちょっと今回の高度化とは関係ないかもしれないんで

すけれども、今後の普及の見通しとかどういうふうにすみ分けをしていくとかというよ

うなことの何か見通しみたいなのがあれば教えていただけないかなと思います。 

○高田専門委員  すいません、携帯電話高度化委員会でその点については、特にシステ

ムごとということでは議論しておりませんが、現在のサービスの品質を向上するという

観点から議論させていただいたものですので、エリア設計についてはちょっとここの技

術的条件とは少し異なるので、私からもちょっとどうお答えしていいのかわからないん

ですが、もし事務局のほうで何か補足情報あればお願いしたいんですけれども。 

○中沢移動通信課長  お尋ねの件、すいません、ＸＧＰという話でございましたけれど

も、基本的には全国的にはＢＷＡの中でＷｉＭＡＸ方式とＸＧＰ方式がございまして、

いずれも広くエリア展開されているものと理解しております。おそらくですけれども、

ご指摘の点は地域のＢＷＡというものもございます。全国ＢＷＡの２社以外に地域単位

で免許を指定、地域の公共サービスでありますとかそういったものに使うということを

目的に導入したシステムでございますけれども、これにつきましても現在全国で地域単

位になりますので、数は多いんですけれども、四十数社、免許を受けてサービスあるい
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はその予定をしているという状況でございます。こちらにつきましても私どもとしても、

この地域ＢＷＡのいろいろな存在でありますとか、それにつきまして交流を図っていく

とかそういったものをしながら普及を図っていくというようなことで、今検討している

ところでございます。 

○伊東分科会長  ご質問の件、よろしゅうございますか。資料２－１の２ページ目に周

波数帯域、周波数帯が示されていますけれども、今の事務局のお答えは多分真ん中の地

域ＢＷＡのことを指されていたんですね。それでよろしゅうございますかね。 

○高田専門委員  今、補足していただいたのはその部分です。その前の全国ＢＷＡにつ

いても全国でサービスを行っているというお話ではご説明いただいておりますが。 

○伊東分科会長  よろしゅうございますか。ほかに何かございますでしょうか。 

 技術的には今回のお話はＬＴＥもＸＧＰ、ＷｉＭＡＸのところ、結局基本的にはほと

んど同じになったと、周波数帯が違うよということでＴＤＤで技術的にはかなり似通っ

たものになっているんだと思います。よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問がございませんようでしたら、この２件につきまし

ては答申案（資料１１８－１－３）及び（資料１１８－２－３）のとおり、一部答申し

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○伊東分科会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたし

ます。 

 ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応についてご説明を伺え

るということですので、よろしくお願いいたします。 

○福岡総合通信基盤局長  発言の機会をいただきましてありがとうございます。総合通

信基盤局長でございます。 

 本日は第４世代移動通信システム等の高度化に関する技術的条件及び広帯域移動無線

アクセスシステムの高度化に関する技術的条件につきまして、ご審議をいただきました。

ありがとうございました。 

 本件はスマートフォンの普及やＬＴＥの加入数の増加による移動通信トラヒックの急

増に対応するため、３ＧＰＰといった国際的な標準団体等におけます検討状況も踏まえ、

第４世代移動通信システムや広帯域移動無線アクセスシステムの高度化に関する技術的

条件をお取りまとめたいただいたところでございます。 
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 上りのキャリアアグリゲーションや多値変調方式が導入されることによりまして、移

動通信トラヒックの増加に対応可能な高速なサービスが提供される。また、これにより

ましてさらなる通信速度の高速化によって、新たなサービスが創出されることを期待し

ているところでございます。 

 総務省といたしましても、本日のこの答申を受けまして、関係省令の改正等の必要な

手続きに速やかに着手してまいります。今後とも情報通信行政に対しましてご指導、ご

鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

○伊東分科会長  どうもありがとうございました。 
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③「放送システムに関する技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送

システムに関する技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送システ

ム等の高画質化に係る技術的条件」について 

【平成１８年９月２８日付け諮問第２０２３号】 

 

○伊東分科会長  次に、諮問第２０２３号、「放送システムに関する技術的条件」のうち

「超高精細度テレビジョン放送システムに関する技術的条件」のうち「超高精細度テレ

ビジョン放送システム等の高画質化に係る技術的条件」につきまして、放送システム委

員会の伊丹主査からご説明をお願いいたします。 

○伊丹専門委員  放送システム委員会の主査を仰せつかっております伊丹でございます。

本日は超高精細度テレビジョン放送システム等の高画質化に係る技術的条件につきまし

て、報告させていただきます。 

 昨年の１１月の技術分科会で放送システム委員会より超高精細度テレビジョン放送シ

ステム等の高画質化に係る技術的条件の検討開始についてご報告いたしました。本件は

いわゆるＨＤＲ（High Dynamic Range）技術を放送へ導入するに当たり、必要となる技

術的条件を定めるものでございます。１１月以降、放送システム委員会ＨＤＲ作業班を

開催し、今般放送システム委員会の報告書を作成いたしました。すいません、資料の１

１８－３－１を用いてこれからご説明させていただきます。本体は１１８－３－２にな

ります。 

 １１８－３－１の１ページ目をごらんください。今回の審議対象は衛星放送による超

高精細度テレビジョン放送へ High Dynamic Range 技術を導入する際の技術的条件となり

ます。 

 液晶パネルのバックライト部分駆動や有機ＥＬパネルの導入などにより、昨今の表示

装置の技術が向上しております。これにより表示の部分では黒の表示輝度を低減しつつ、

最大輝度を増大する、すなわちダイナミックレンジを拡大することが可能となりました。

これにより左の図のとおり、これまでは日陰の輝度を適正化すると空が白飛びするとい

う状況でしたが、ＨＤＲ技術により日陰も空も適切な表現ができるような右のような映

像が実現できるようになります。 

 ２ページ目をごらんください。前ページのことは表示装置の話となりますが、表示装
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置以外の流れを確認いたしますと、この図のようになります。左から右へ情報が伝わっ

ていくとしますと、一番左の自然界では直射日光から星空まで１５桁のダイナミックレ

ンジがございます。撮像素子では５桁のダイナミックレンジとなります。そして、映像

信号となりますが、現在のＳＤＲではブラウン管時代の性能を前提としており、およそ

３桁のダイナミックレンジをおさめることができるように設計されています。受像器表

示装置では、先ほどご説明したとおり５桁のレンジまで表現が可能となってきておりま

す。したがって、映像信号の部分で工夫をすることができれば、より広いダイナミック

レンジを維持した放送ができることとなります。こうした工夫の動きは海外の映像配信

サービスやＵＨＤブルーレイなどのパッケージメディアでも取り入れられてきておりま

す。 

 スライド３をごらんください。ＨＤＲはＳＤＲの最高輝度を単純に引き上げたものと

は違います。左端の図はＳＤＲ信号をＳＤＲモニターに入力した場合、すなわち通常テ

レビの見え方を示しております。中央の図はＳＤＲの信号を高輝度モニターに入力し、

輝度の最大値を引き上げた場合の見え方となります。輝度が飽和しているところはその

ままとなり、白飛びは解消しておりません。輝度レンジを生かせていない状態となって

おります。右端の図はＨＤＲ信号をＨＤＲモニターに入力した場合です。暗いところも

明るいところもともにきれいに見えております。輝度の情報と輝度のレンジをうまく活

用することができるようになることがわかります。 

 ４ページ目をごらんください。放送システムにおけるＨＤＲの位置づけをご説明いた

します。左が制作サイド、右が視聴者です。左から右に映像情報が伝達されていきます

が、その途中にＯＥＴＦ、ＥＯＴＦが入ります。ＯＥＴＦは光の強さを電気信号に割り

当てる際の関数で、ＥＯＴＦは電気信号を光の強さに戻すときの関数です。ブラウン管

時代にはブラウン管特有のＥＯＴＦがありました。このＥＯＴＦを補償する意味で送信

側でＥＯＴＦの逆関数を掛けてから送り出しておりました。これをガンマ補正と呼んで

おります。 

 液晶では電圧の明るさの対応関係を制御できるようになりまして、放送波にはガンマ

補正がかかっているため、液晶側でもガンマ補正を掛けている状態と現在は言えます。

このようにＥＯＴＦやＯＥＴＦをＨＤＲに対応したものにするのがＨＤＲ導入の核心部

分となります。 

 ５ページ目をごらんください。昨年１１月に検討を開始いたしましたＨＤＲの技術的
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条件でございますが、放送システム委員会を３回、ＨＤＲ作業班を４回開催し、３月末

の放送システム委員会で報告書案を取りまとめました。この報告書案につきましては、

４月９日から５月１３日までパブリックコメントを実施し、計４件のご意見をいただき

ました。本件に関係ないご意見２件を除き、残りの２件をともに報告書にご賛同いただ

けるものでありましたので、報告書案に修辞上の細かな修正のみ加えまして、本日お手

元に用意させていただきました。 

 ６ページ目をごらんください。それでは初めに、ＨＤＲの技術的条件を定めるに当た

り、設定した要求条件についてご説明いたします。基本的な考え方といたしましては、

平成２６年に一部答申のありました最新の衛星デジタル放送における要求条件を踏まえ

ることとし、高画質なＨＤＲサービスを実現できること、実現可能な技術を採用するこ

と、現行メディアとの相互運用性をできるだけ確保すること、超高精細度テレビジョン

放送に係る衛星デジタル放送方式の技術的条件と技術的に同一のものとすることが適当

な場合にはその内容を準用するとしております。 

 具体的な要求条件といたしましては、インターオペラビリティで既存のＳＤＲ用ディ

スプレイでも違和感なく表示できることや、番組制作については生放送番組への適用が

可能であることやＳＤＲとＨＤＲとで所要ビットレートが同等であること。そして、符

号化方式では国際標準と整合がとれていること。ＨＥＶＣ規格のメイン１０プロファイ

ルで符号化が可能であることなどとしております。 

 ７ページ目をごらんください。このスライドと次のスライドが今般定める技術的条件

の骨子となります。提案募集の結果、一般社団法人電波産業会からの提案のあった２つ

の方式について、放送システム委員会の皆様にご参加いただいてデモを行いました。そ

うしたデモや提案者により行われた色空間上での絶対誤差といった客観評価の数値をも

とに、要求条件との整合性の確認を行ったところ、この表の下部に黒線で囲んだところ

になりますが、ＨＤＲの技術的条件といたしまして、画素当たりのビット数は１０ビッ

ト、カラリメトリはＩＴＵ－Ｒ勧告ＢＴ.２０２０に準拠した広色域表色系、そして、伝

達関数として Hybrid Log-Gamma 方式と Perceptual Quantization 方式を採用し、符号化

方式としてはＨＥＶＣ、Ｍａｉｎ１０プロファイルを採用することといたしました。 

 また、今回あわせてＳＤＲのカラリメトリにＩＴＵ－Ｒ勧告ＢＴ.２０２０に準拠した

広色域表色系を追加しております。表でいいますと黒枠の外の左上になりますが、下線

が引いてある部分です。そちらに従来ＳＤＲにも使えるように追加をいたしております。
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これは作業班の構成員から４ＫＳＤＲＢＴ.２０２０を放送している中で、スポーツ中継

の延伸など複数の２Ｋチャンネルを同時に放送するマルチ編成を行う必要が生じた場合、

解像度は２Ｋに変更して、色域はＢＴ.２０２０のままで放送したいというケースがある

との指摘があったためです。またこれはあくまで技術的条件としてＢＴ.２０２０を選択

肢に加えることを意味しているものであり、制度的な可否とはまた別の話になります。 

 ８ページ目をごらんください。ＨＤＲの２つの伝達関数ですが、まずＨＬＧ（Hybrid 

Log-Gamma）方式として、現在のＨＤＲテレビとの高い互換性を持つカーブを定めており

ます。基準白レベルまではこれまでのガンマカーブを近似した平方根のカーブを２分の

１に圧縮したものとし、基準白レベルを超える部分につきましてはその先を対数カーブ

としてなめらかにつないだものとなります。 

 もう１つのＰＱ方式、Perceptual Quantization 方式では、その名のとおり最大１０

０カンデラパー平方メートルまでの輝度の分解能に関する人の知覚などから導かれた数

値をもとに定めたカーブとなっております。有効桁数も含め、定数は先日採択されたＩ

ＴＵ勧告に掲載の数値とそろえてあります。ＨＬＧでは２つのカーブが切りかわる基準

の白レベルで誤差が量子化誤差以下となるように配慮し、やや余裕を持たせてこの桁数

となっております。 

 ＰＱでは分数表記が基準となっており、少数は参考値となっております。ＨＤＲ信号

をＳＤＲディスプレイに入力したときの見え方などに若干の違いはありますが、いずれ

の方式でも要求条件に定めた項目は満足しているものとなっております。 

 ９ページ目をごらんください。このスライドでは２つの特徴をまとめた補足的な資料

となります。ＨＬＧでは輝度値を相対的に扱うのに対しまして、ＰＱでは絶対値で扱い

ます。また、ＨＬＧでは従来のＳＤＲとの互換性を重視しているのに対しまして、ＰＱ

は人間の視覚特性を研究して最適化したものとなっております。もう１つの大きな違い

は、ＨＬＧがガンマ補正同様カメラ側のカーブを規定しているのに対し、ＰＱではモニ

ター側のカーブを規定するものとなっております。 

 １０ページ目をごらんください。左上のグラフをごらんください。これはＨＬＧの規

定をグラフ化したものです。横軸がカメラの入射口の相対輝度、縦軸がそれに対する映

像信号です。赤いカーブにご注目ください。基準白の１から左は青の点線で示した従来

のＳＤＲカーブを縦に２分の１に圧縮したものです。基準白の１から右側は対数カーブ

でＨＤＲに対応させるために拡張した部分です。基準白よりも高い輝度に０.５から  
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１.０の映像信号が割り当てられます。 

 次に右下のグラフをごらんください。ＰＱ方式の規定をグラフ化したものです。横軸

がモニターの入力映像信号、縦軸がモニターに表示される明るさの絶対輝度であらわし

たものとなります。実験を重ねて人間の視覚特性を最大限に生かすように割り当てられ

ています。放送方式の規定としてはこの逆関数を定めることとしております。 

 １１ページ目をごらんください。最後に今後の課題を２点まとめました。１点目は国

際標準の動向です。ＨＤＲをめぐる技術の進展は著しいものがあります。また、ＩＴＵ

の議論でも新しい輝度・色差信号に関する議論などが継続検討課題となっているところ

です。技術の進展や国際標準化機関における審議の動向を注視し、必要に応じて本技術

的条件や民間標準規格に反映させていくことが望ましいと考えております。また、将来

の拡張の余地を考慮した民間標準規格としていくことが求められると考えます。 

 ２点目は特殊な映像手法との関係でございます。細かく点滅する映像や急激に変化す

る映像を用いる手法が視聴者、特に児童、青少年の健康に影響を及ぼす可能性があるこ

とが知られております。本件に関し、ＮＨＫと民放連ではアニメーション等の映像手法

に関するガイドラインを制定し、放送界の自主的な共通ルールとして運用しているとこ

ろでございます。視聴者の光感受性は人の特性に基づくものです。ＨＤＲの導入とは独

立したものと考えられますし、ガイドラインは輝度変化や面積について相対値で規定し

ているものですので、ＨＤＲ映像につきましてもそのままガイドラインを適用できる可

能性はあります。 

 しかし、ＨＤＲに関する作成ノウハウなどの蓄積がないことから、ＨＤＲ映像による

生体への影響の臨床的な裏づけ等が得られていないのも事実でございます。したがいま

して、放送システム委員会といたしましては、現段階ではＨＤＲ映像に対しても、ＳＤ

Ｒ映像において実績のある現行のＩＴＵ－Ｒ勧告やガイドラインを継続して暫定的に適

用することは一定の合理性があるものと考えられるとし、今後ＨＤＲ映像の普及に応じ

て、新たに得られた科学的知見を踏まえ、国際的にはＩＴＵ－Ｒの場で、国内的には放

送事業者の自主的検討により、映像手法を再検証し、最適なものとしていくことが望ま

しい点を今後の課題とした次第です。 

 以上でご報告を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

○伊東分科会長  ありがとうございました。ただいまのご説明につきましてご意見、ご

質問はございませんでしょうか。 
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○近藤委員  いいですか。 

○伊東分科会長  近藤委員。 

○近藤委員  テレビの輝度がとても見やすく、高くなってきれいなんですが、８０歳以

上の高齢者に地デジの際、調査したときに、ほぼ１００％の方がまぶしいとおっしゃい

ました。それで特に在宅時間が長くて視聴時間も長いので、サングラスをかけて見てい

るという方が結構いらしたりして、きれいだけれども、目が疲れないテレビという方向

で技術が進むことは可能なのか一度聞いてみたいなと思いまして、よろしければ教えて

ください。 

○伊丹専門委員  私では答えづらいところもございますが、テレビ自体は輝度にあわせ

たテレビ側で最終的にはテレビの輝度調整がございますので、そこにあわせて調整いた

だければ見やすい輝度にはできるようには、今でもこれからのテレビもなっていくと思

いますが、その実際のいろいろな影響に関しましてはまだまだわからないところもござ

いますし、個人がどう感じるかというところなどは、放送システム委員会の検討事項で

はありませんが、これから先、検討が行われていくべきだと考えます。 

○伊東分科会長  ありがとうございます。全体の明るさというよりは今回の話は一番暗

いところと一番明るいところとの差を大きくとれるということで、あるところは明るく

なっても、あるところはすごく暗いところまできれいに出せるという、その幅を広げる

という技術ですので、全体がまぶしいというようなことは全体の明るさの話じゃないか

なというふうに思いますけれども。ありがとうございます。ほかに。水嶋さん。 

○水嶋委員  すいません、ちょっと質問というか日ごろから感じている疑問点がありま

した。ＨＤＲの放送の規格としてできるだけ広いダイナミックレンジの信号として供給

していく、これはこれでその信号の割りつけ等についてはこういうことでご提案いただ

いているのでよろしいかと思うんですけれども、現実問題受像器の性能が一番最初に箱

タイプの有機ＥＬをイメージしておっしゃっているんだと思いますけれども、有機ＥＬ

の自発光の表示装置あるいはローカルディミングと言われるような液晶の部分輝度調整

のお話を前提にされているんですけど、今、一般的にＨＤＲ対応のテレビの中に両方に

対応していないものがある。つまり全体の輝度調整と単なるガンマ調整の一部分をエク

ステンドするような形で、比較的全体的に明るい画面の中の階調特性を考慮するとか全

体的に暗い画面のときの暗いところの階調特性をよくするというようなものもＨＤＲと

いう呼び名で呼ばれているものがあったりするように感じているんですけれども、この
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辺はその受像器側の定義みたいなものと、この１つの放送のＨＤＲの定義みたいなもの

の整合みたいなものを今後議論する必要があるんではないかなというふうに少し感じて

おります。 

 特に今後、現状一般的ではないんですけど、いわゆる有機ＥＬテレビの中では、全体

の画面を明るくするということは逆にできなくて、非常にローカルなところだけ明るく

するときだけは明るくできるんだけど、全体を明るくするときはＣＲＴも同じだったん

ですけれども、受像器側の特性に対してＨＤＲが要求する最低限のエリアを少し議論し

ていくことが必要ではないのかなというふうに今感じております。ぜひ今回は放送の信

号としてＨＤＲ対応の信号として処理されていくことについてはいいんですけれども、

これを具体的な人間の目に入るときの形としてはもう少し整合をとっていかないと、変

な話、ＨＤＲという言葉を言ったもの勝ちのような話になってしまうところが、少し危

惧されるなと感じております。 

 以上です。 

○伊丹専門委員  どうもご意見ありがとうございます。 

○伊東分科会長  多分ＨＤＲの定義というか、一般に市販の製品が出ていったときに、

何をもってそう呼ぶんだというようなお話なのかなとちょっと伺ったんで、事務局から

何かございますが。 

○久恒放送技術課長  今、水嶋委員のほうからご指摘のあった知見、私、知らないとこ

ろもあったので、また改めて勉強したいなと思いますが、ＨＤＲのワーディングは随分

最近当たり前に使われていますけれども、やはり導入された当初は、スマホの中で写真

が２枚。１回スイッチをぽっと押すと２回カシャカシャと撮った形で、そのときに暗い

映像と明るい映像を２枚同時に撮って、それをうまく合成することでハイダイナミック

レンジができて、暗いところは暗く、明るいところは白飛びしないという合成技術のと

ころが発展していったと私は記憶してございます。 

 今回ですが、伝達関数の表の中にございましたけれども、今、パッケージメディア、

ブルーレイディスク等の中で入っている方式はＰＱ方式、Perceptual Quantization 方

式のほうは画面の表示が輝度が１平方メートル当たり１万カンデラのものを要求して、

絶対的な数値で要求している、先ほどサングラスをかけなきゃというような見え方をす

るというふうに言われていたものでございますけれども、今回ＨＬＧ方式ということで

もう一方の方式の伝達関数のほうですけれども、これはそれぞれの受信機でそれぞれ性
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能が違いますので、その表現できるレンジの中で相対的な輝度で明るさを表現しようと

いうふうになってございますので、そこは絶対輝度で求めるものと相対輝度で求めるも

のとの差、留意が必要かなというふうに思いました。 

 今回放送方式で導入しようというのは、ＨＬＧ方式のものでございますので、絶対輝

度でこれだけの明るさを受信機側に要求しているものではなくて、それぞれの受信機の

中で上手にその明るいところから暗いところまで表現していただく方式をご提案させて

いただいてございます。 

○水嶋委員  おっしゃるとおりでよくわかるんですけど、いただく受像器側からいくと

いただく信号が非常にハイダイナミックな信号をいただける。そのいただいた信号をど

う逆にディスプレイ側で、表示側で表現するかというところの中でいろいろなやり方が

今提案されていると。ですから、その受像器側のＨＤＲ対応という言葉の中に非常に広

いやり方があって、失礼な言い方ですけれども、ほとんど生かされていないものまでＨ

ＤＲになっている。単にＨＤＲ信号を受けて明るいときのガンマ特性と暗いときのガン

マ特性をいじくるだけでＨＤＲ対応だというところが出たりもしていると。 

 こういうものがそれとはもちろん逆方向にあるんですけれども、ほんとうに全くの黒

から全くの白、明るいところまでを非常に明るさの割りつけとしていただいた映像信号

を割りつけているようなものまであると。ですから、その幅というものがＨＤＲ信号を

送ってそれを受けて具体的な映像の形に仕上げるときのやり方についていろいろなやり

方があることで少し混乱を招かないかなと、少し整合をしていく必要があるのではない

かなというふうに多少感じています。 

 今までもＨＤＲではなく、ＳＤＲのときでも全体の平均輝度、画面の平均輝度に対し

てガンマをいじくることは既にあったわけです。それに比べてもＨＤＲの信号をいただ

いたときにすぐれたものであってほしいというようなことがあろうかと思うので、その

辺の定義づけを今後議論の中で少し進捗されることを望んでいますというものが意見で

ございます。信号としていただけることは極めてありがたい、それは間違いのない事実

でございます。 

○伊東分科会長  ありがとうございます。今回決めた規格はどちらかというと送り側の

ほうの部分ですので、受け側の処理はある部分製品規格というところもあるかと思いま

すので、それは今後民間等で多分主としてやられることなのかなというような気もいた

します。どうもありがとうございます。鈴木先生。 
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○鈴木分科会長代理  意見が１つと質問が１つですので、意見のほうは今の近藤委員、

水嶋委員のご意見とほぼ同じなんですけれども、ぜひＨＤＲが家庭の中など、このＨＤ

Ｒを受信した映像を見るところで生きるような、民間側の問題なんだと思いますけれど

も、上手に使っていけるような体制が必要ではないかと思います。 

 私が思いますに、先ほどの近藤委員のご意見は，テレビの売り場では色の調整も輝度

の調整も非常に派手めの調整になっていて、本来であれば家庭に持ってきたら家庭の中

の環境にあわせて落ちつきかげんの色調や輝度調整にしたほうがいいのにそのまま使わ

れている場合がとても増えている。まちの電器屋さんが消えていったということと歩調

を合わせてなかなかそういう対応がしづらくなっているということが１つ原因としてあ

るのかなというふうに感じます。 

○近藤委員  設定の変更がとても難しいんです。 

○鈴木分科会長代理  その中でその設定の変更がやはりＨＤＲができるような形でこれ

から簡単にできるように、そんなような民間の努力が必要かなとこれは意見です。 

○水嶋委員  すいません、今のお話に対しては実は店頭モードというのが各社やってい

るんです。おそらく映像モードのスイッチを押していただくとメーカーによって表現が

違うんですけど、いわゆるダイナミックモードと言われるものが店頭モードになってい

まして、普通のフルハイビジョンのときはそれが一般的だったんですけど、４Ｋのテレ

ビになったときに一時やめた経緯もあったんですが、また最近は復活しているようです。

当社も実はやめていたんですけども、皆さんがやるのでしようがなしにやり始めたとい

うのがございました。ただ、出荷段階では標準モードになっております。ですから、買

っていただいて点灯していただくと標準モードで意図的にダイナミックモード、店頭モ

ードに変換をかけない限りは標準モードで見ていただけるような形になっています。た

だ、その中でもこれは各社が自分たちの映像エンジンの中でいかにお客様好みの絵をつ

くるかというところにおいて、今回例えば送り手側のガンマ特性や何かをこれで設定し

ていただいても、全く無視された映像処理をされているメーカーがほとんどです。真面

目に我々変な言い方、言いわけになりますけれども、当社は結構真面目に通常の送り手

側のガンマ特性をそのまま再現することに徹底的にこだわっているんですけど、そうし

ますと評論家の人たちには評判はいいんですけど、一般の方には評判が悪くなっちゃう

というようなこともございまして、ですから、いずれにしろ我々メーカーサイド、民間

のほうでそういう議論をもっとやっていかなきゃいけないんですが、ただ、ＨＤＲとい
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う言葉だけが先走って使われるということについては、少し警戒感を持っておいていた

だくことが重要ではないかなというふうに思います。 

○鈴木分科会長代理  質問のほうを。今回先ほどのご説明にもありましたように、ビッ

トレートがこれまでのＳＤＲＴＶと同じであることということの基本理念から１１８－

３－１の７ページのスライドにありますように、ＳＤＲの画素ビット数が多いほうの１

０ビットにＨＤＲになってもそれは変わらずになっているということだと思います。と

しますと表現できる輝度の範囲が広がって、しかしながら１０ビットとビット数が同じ

だとすると、量子化雑音の絶対値は増えます。そうするとざらざら感というか、輝度が

不連続に上がったり下がったりするようなノイズ感はない範囲。つまり人間の検知限界

に十分おさまっているんでしょうかというのが質問です。 

○伊丹専門委員  そちらに関しましてはそういう懸念が検討時にもございましたが、い

ろいろな状況におきまして検討した結果、先ほどおっしゃられたケースが全くないとは

言えませんが、おおむねほとんどの場合には従来のＳＤＲと同様な形で品質を落とさな

いで表現できるということが評価実験などによって検証されたので、この形に定めたと

いう形でございます。 

○鈴木分科会長代理  ありがとうございます。 

○伊東分科会長  よろしゅうございますでしょうか。７ページの今、鈴木先生のご指摘

の点でございますが、画素ビット数のところ、従来の今のＨＤＴＶのところだと８ビッ

ト、１０ビットと書いてございまして、その８ビットと比べると１０ビットで階調数４

倍に増えていますので、全体が２倍に増えてもむしろ量子化のセットサイズは平均的に

は８ビットと比べると小さくなっているということかなというふうに思っております。

ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。よろしゅうございますでし

ょうか。 

 それでは、ほかにご意見、ご質問がございませんようでしたら、本件は答申案１１８

－３－３のとおり一部答申したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○伊東分科会長  ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することといたし

ます。 

 ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の対応についてご説明を伺え

るということですので、よろしくお願いいたします。 
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○今林情報流通行政局長  先生方、いつもありがとうございます。情報流通行政局でご

ざいます。 

 本日は超高精細度テレビジョン放送システムの高画質化に係る技術的条件について、

一部答申をお取りまとめいただきまして、まことにありがとうございました。 

 先ほど伊丹先生からご説明を頂戴しましたように、昨今表示装置の技術が格段に進歩

しておりまして、ダイナミックレンジの拡大が可能となったということで、これを映像

表現で活用していこうということで、まずは放送からということで衛星放送による超高

精細度テレビジョン放送システムなどに、間にダイナミックレンジ技術を導入する、そ

の場合に必要になる技術的条件を定める内容をお取りまとめいただいております。 

 先ほどいろいろお話を頂戴しましたように、放送サービスの開始というのが早期に行

われるということがまず必要になりますので、私どもも必要な対応をやってまいりたい

と思いますが、同時に利用者の方々にご満足いただけるような丁寧な対応というような

こと、あるいは放送からさらに映像分野、幅広くこれを活用することができるようなサ

ービス、そういったところへの拡大、こんなことも期待できるかというふうに思ってお

ります。 

 総務省におきましては、本日頂戴いたしました答申を踏まえまして、速やかに必要な

制度整備に向けた手続きを進めてまいりたいと思います。 

 また、今年は試験放送を開始する予定になっておりますＢＳの４Ｋ・８Ｋ、これが２

０１８年には実用放送を開始したいというふうに考えておりますけれども、ここで視聴

するためにどんな受信器、本日もお話がありましたけれども、実際にどんな受像器が必

要になるかということについては、関係機関、関係省庁などとも協力して、利用者の皆

様に混乱を招かないように丁寧にご説明をしてまいりたいと存じます。 

 引き続き、先生方にはご指導賜りたくよろしくお願い申し上げます。今回の答申取り

まとめに当たりましてご尽力をいただきました伊丹先生をはじめ、放送システム委員会

の先生方、作業班の皆様、情報通信技術分科会の先生方に厚く御礼申し上げます。あり

がとうございました。 

○伊東分科会長  どうもありがとうございました。 
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（１）報告事項 

「放送システムに関する技術的条件」のうち「放送事業用無線局の高度化のた

めの技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波

帯を使用する放送事業用無線局（ＦＰＵ）の技術的条件」の検討開始につい

て 

【平成１８年９月２８日付電気通信技術審議会諮問第２０２３号】 

 

○伊東分科会長  続きまして、報告事項に移ります。 

 同じく諮問第２０２３号、「放送システムに関する技術的条件」のうち「放送事業用無

線局の高度化のための技術的条件」のうち「超高精細度テレビジョン放送のためのマイ

クロ波帯を使用する放送事業用無線局（ＦＰＵ）の技術的条件」の検討開始につきまし

て、放送システム委員会の伊丹主査からご説明、よろしくお願いいたします。 

○伊丹専門委員  超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する放送事

業用無線局（ＦＰＵ）の技術的条件の検討開始につきまして、ご説明させていただきま

す。資料の１１８－４をごらんください。 

 本日は放送システムに関する技術的条件のうち、放送事業用無線局の高度化のための

技術的条件のうち、超高精細度テレビジョン放送のためのマイクロ波帯を使用する放送

事業用無線局の技術的条件の検討開始の報告でございます。 

 検討開始の背景について述べさせていただきます。４Ｋ・８Ｋにつきましては、平成

２７年７月３０日に公表された４Ｋ・８Ｋロードマップに関するフォローアップ会合、

第２次中間報告において記載されておりますとおり、２０２０年に４Ｋ・８Ｋ放送が一

般視聴者にも広く普及するよう、２０１８年のＢＳ及び１１０°ＣＳによる４Ｋ・８Ｋ

実用放送の開始などの目標が示されております。 

 このような状況の中、番組伝送用の放送事業用無線局（ＦＰＵ）についても、４Ｋ・

８Ｋ素材伝送に対応した高ビットレートを持つシステムが必要となるため、今般現行の

地上デジタル放送において主に使用されておりますマイクロ波帯を使用するＦＰＵの高

度化を図るため、必要な技術的条件の検討を行うものです。 

 本件は放送システム委員会において検討を進めてまいりますが、５月１９日に開催い

たしました委員会において、専門的に調査検討を行う４Ｋ・８Ｋ用ＦＰＵ作業班を設置
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したところでございます。同作業班のもとに関係者を招集して検討を進め、平成２９年

２月ごろの一部答申を目標としております。 

 ２ページ目をごらんください。下の図は第５４回放送システム委員会資料からの抜粋

でございます。左側の図は放送事業用無線局の利用イメージ図でございます。赤線で示

されている部分がＦＰＵ回線であり、主に事件や災害等の報道中継やマラソン等のスポ

ーツ中継等、カメラやヘリ、中継車等に搭載される移動局がＦＰＵでございます。現在、

ＦＰＵで使用する周波数帯は１.２、２.３ギガヘルツ帯、マイクロ波帯、ミリ波帯がご

ざいますが、今回は中継回線で主に使用されているマイクロ波帯が対象となります。現

行のマイクロ波帯ＦＰＵは、平成１２年にシングルキャリア方式が、平成１３年にＯＦ

ＤＭ方式が制度整備されております。 

 今回の４Ｋ・８Ｋ用ＦＰＵについては、現行のＯＦＤＭ方式を高度化する形での対応

を検討しており、現行ＦＰＵで最大６４ＱＡＭとされている変調を２５６ＱＡＭから４

０９６ＱＡＭまで多値化すること、水平垂直または円偏波と規定されている単一偏波に

ついて、両偏波の使用を可能とし、偏波ＭＩＭＯを導入すること。多値化によって所要

Ｃ／Ｎが大きくなることから、それを抑えるため現行ＦＰＵでは畳み込み符号とＲＳ符

号の連結で使用されている誤り訂正機能の高度化を図るため、ＬＤＰＣ符号及びＢＣＨ

符号について検討することを主な検討項目としております。 

 以上、簡単ではありますが、放送システム委員会からの報告とさせていただきます。 

○伊東分科会長  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、

ご質問はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。何か。じゃあ、青木委員。 

○青木委員  説明ありがとうございました。これは将来に向かって検討されることです

が、世界的なペースと比べると、どうなんでしょうか。 

○伊丹専門委員  世界的なペースももちろんございますが、現状８Ｋ・４Ｋ放送が今年

から試験放送が始まり、２０１８年に向けて進んでいくためには、その周りの環境、放

送を中継するとかいろいろな設備のそれ以外の環境も必要でして、その環境を整備しな

ければ本放送も十分なものが行えなくなりますので、そのための放送の衛星から出す電

波以外の周りの環境を整えるための１つの検討でございます。中継のためとかそういう

のも必要となりますので、そのための今のＦＰＵを高度化して８Ｋ・４Ｋの信号を通せ

るようにしようというのをここで行うというものです。 

○青木委員  というのは日本では結構４Ｋが普及していると思いますが、世界ではどう
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なっているのかなと単純に思っただけです。 

○伊丹専門委員  世界でも４Ｋ放送などは今、試験放送も含め実用化に向けた動きは広

く行われておりますが、当然のことながらＦＰＵに相当するものを周辺技術として開発

は検討されております。 

○青木委員  ありがとうございます。 

○伊東分科会長  事務局からＩＴＵ等々の検討とかそのあたりはどうなんでしょうか。 

○久恒放送技術課長  今の４Ｋ放送と呼ばれているものの主力は、私はパッケージメデ

ィアというか、映画というふうに認識しております。それから、視聴者の直接最後のと

ころですけれども、ネット系、光ファイバーの回線を経由してとかあるいは衛星を使っ

たものとして４Ｋがお手元に届くようなシステムがだんだんと広がりつつあると認識し

ております。 

 一方で、地上放送はということになります。これは大変身近なところでしょうけれど

も、映画とかというよりはむしろ取材、スポーツ番組の中継とか、日ごろの映像につい

ては、今申し上げたようにまだ世界の潮流ではなくそれぞれがようやく着手し始めた段

階だと認識しております。特に日本、韓国におきましては、実用放送、４Ｋ放送かなり

世界の最先端にいってございますので、今、ここで検討が開始されましたけれども、こ

の流れというのは割と世界では最先端の方式を追求するほうに入っていると認識いたし

ます。 

○青木委員  どうもありがとうございました。 

○伊東分科会長  どうもありがとうございます。じゃあ、水嶋委員。 

○水嶋委員  これ、実際８Ｋにしても４Ｋにしても、フレームレートとしてはやはり１

２０というところまでを可能にするというところにこだわるんでしょうか。 

○伊丹専門委員  最終的に目指しておりますレートとしては、もちろん距離であるとか

伝送環境にも依存しますが、性能的には８Ｋ１２０Ｐでも送れるようなレートは達成で

きるものを実現しようとしております。 

○水嶋委員  それはあくまでも１２０にこだわった形でやっていきたいと。 

○伊丹専門委員  こだわるというかそこまでは明確にはまだ示されておりませんが、当

然そういうものは将来想定されますし、もともと素材伝送でございますので、本来の放

送波のレートよりはもっと高いものを、より高品質なものが最終的には必要となります

ので、最終的には数百メガビットの伝送レートが目標といたしましてやっております。 
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○水嶋委員  わかりました。ありがとうございます。 

○伊東分科会長  よろしゅうございますでしょうか。多分最終的に出てくる技術的条件

も符号化方式とかは記述されないものになるんだろうと思っています。大体２００Ｍｂ

ｐｓを超えるというところを今回狙われているんじゃないかということかと思います。 

○相田委員  ちょっとよろしいですか。その話になったので。これは６４カムが４０９

６カムになる、これだけでビットレートが倍にできるなと思ってあれしたんですが、こ

の４０９６カムというのは技術的にはもうできそうなところなんでしょうか。 

○伊丹専門委員  そちらに関しましてはさまざまな実証実験が行われておりまして、実

際にはもう例えば５０キロを超える距離で伝送、１００メガ以上のレートで伝送できる

ような実験等も既になされております。 

○伊東分科会長  ありがとうございます。マイクロ波帯じゃなくて地デジの実験等で、

これは事務局から言ってもらったほうがいいんですかね。どうぞ。 

○久恒放送技術課長  確かにマイクロ波帯というより地デジの周波数の中ですけれども、

人吉市の実験が有名でございますけれども、４０９６、随分静かな雑音のない環境でご

ざいますが、両偏波ＭＩＭＯを使いながら４０９６カムという超多値化された技術が開

発されつつあるということでございます。 

○伊東分科会長  よろしゅうございますでしょうか。ほかに何かございますか。よろし

ゅうございますか。 

 それでは、ほかにご意見がございませんようでしたら、本件につきましては引き続き

放送システム委員会において検討していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 以上で本日の議題は終了いたしました。委員の皆様から何かご発言がございますでし

ょうか。本日の議題外でも結構でございます。 

 事務局から何かございますか。 

○中村管理室長  特にございません。 
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閉  会 

 

○伊東分科会長  それでは、本日の会議を終了いたします。 

 次回の日程につきましては、決まり次第、事務局からご連絡させていただきますので、

皆様よろしくお願いいたします。 

 以上で閉会といたします。ありがとうございました。 


